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ⅡⅡ  西西東東京京市市ににおおけけるる地地球球温温暖暖化化対対策策のの考考ええ方方  
 

 

１．温室効果ガスの削減のあり方 

 

◆地球温暖化対策に取り組む責任 

 地球温暖化により、世界の人々の暮らしを脅かすようなさまざまな影響が懸念されています。 

 このような悪影響を回避するためには、地球全体の温室効果ガスの排出量と吸収量のバラン

スをとることが必要となりますが、そのためには、世界の温室効果ガス排出量を2050年まで

に現状の半分以下に削減する必要があるといわれています。 

西東京市においては、私たちの日常生活や事業活動での電気や燃料といったエネルギーの消

費、廃棄物の排出等を通じて、地球温暖化の原因となる、二酸化炭素をはじめとした温室効果

ガスを排出しています。市域からの温室効果ガス排出量は、増加の一途をたどっており、2007

年度の排出量は、京都議定書の基準年度に比べて 11.1%も増加しています。このままでは、

さらに排出量が増加すると予想されています。（8～10ページ参照） 

私たちは、地球温暖化と日常生活や事業活動との関わりを認識し、自らのライフスタイルや

ビジネススタイルを見直し、具体的な対策に着手することが求められています。 

 

◆地球温暖化対策のあり方 ～ライフサイクルCO2の考え方から 

 近年、ライフサイクルCO2（以下、「LCCO2」という。）という考え方が注目されています。 

 これまでは、建築分野において、建物の設計から建設、運用、解体・廃棄に至るまでの一連

の流れ（ライフサイクル）を通じて排出される二酸化炭素の量を算定し、それらを累積して総

合的に評価する手法が提唱されてきました。最近では、建築分野に限らず、商品やサービスを

対象として二酸化炭素排出量をわかりやすく表示する「カーボンフットプリント＊制度」の導

入が検討されています。 

 

◆西東京市での地球温暖化対策の進め方 

日常生活では、衣食住の場面で「買う」「使う・住まう」「捨てる」などといったライフサイ

クルがあります。さまざまな業種の事業活動では、「原料・資材の調達」「製造」「販売・サービ

スの提供」「廃棄」などの流れがあります。 

これからの日常生活や事業活動においては、LCCO2 の考え方やカーボンフットプリント制

度による表示を利用して、地球温暖化対策に取り組むことが期待されます。 

そこで、西東京市では、日常生活や事業活動のライフサイクルを通じて、二酸化炭素（CO2）

を減らしていく、低炭素型のライフスタイルやまちづくりを提案します。これは、価値観の変

革や、経済的な負担を伴うかもしれませんが、日常生活のなかで、一人ひとりができるところ

から地球温暖化対策に取り組んでいくことが求められています。 
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●西東京市における地球温暖化対策の考え方 

 

 

 

 

 

 日常生活や事業活動のあらゆる場面で地球温暖化対策の視点をもち、 

ライフスタイル全体を通じて、より効果の高い対策に取り組みましょう。 

 

◆ 日常生活での対策（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業活動での対策（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買 う 使う・住まう 捨てる・リサイクルする

・買い替えや購入の際

に、必要かどうか検

討する。 

・省エネ型製品を選ぶ。 

・省エネに配慮して使

用する（スイッチは

こまめに切る、長時

間使わないなど）。 

・なるべく長期間使う

よう心がける。 

・不用品の再使用、再

利用を心がける。 

・買い替えや購入の際

に、必要かどうか検

討する。 

・低燃費、低公害のタ

イプを選ぶ。 

・エコドライブを心が

ける。 
・できるだけ徒歩や自

転車、公共交通機関

で移動する。 

・エコカーは、なるべ

く長期間使うよう心

がける。 

・不用品の再使用、再

利用を心がける。 

家
電
製
品

自
家
用
車 

原料・資材の調達 製造 ／ 販売・サービス提供 捨てる・リサイクルする

・省エネ型の商品を調

達する。 
・無駄な在庫がでない

よう、適切な調達を

する。 

・店舗の照明や空調の

省エネに努める。 
・省エネ型商品を積極

的に販売する。 

・包装材を減らすなど、

顧客が廃棄するごみ

を減らすための配慮

をする。 

 

・食材は、できるだけ

国産のものを選ぶ

（輸送に伴うCO2排

出を減らす）。 

・食材を無駄にしない

ように作る。 
・店舗の照明や空調の

省エネに努める。 
 

・調理くずや食べ残し

などは、飼料化・肥

料化するなど、リサ

イクルに回す。 
 

小
売
・
販
売

飲
食
店

一人ひとりができるところから、ＣＯ２を減らしましょう！ 
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２．温室効果ガス排出量の現状と将来推計 

（１）温室効果ガス排出量の推移（実績） 

 市域からの温室効果ガス排出量は、1990年度以降、増加傾向にあります。2007年度※の

排出量は、528.4 千 t-CO2であり、京都議定書の基準年度の排出量に比べ11.1％の増加とな

りました。このうち二酸化炭素排出量は 509.8 千 t-CO2で、温室効果ガス排出量の 97％を

占めています。 

 なお、2003年度以降、温室効果ガス排出量が増加していますが、その原因の一つとしては、

原子力発電所の稼働率の低下に伴う電力の二酸化炭素排出原単位（電力１kWhを発電・供給す

る際の二酸化炭素排出量の割合）の増大が挙げられます。 

※ 2007年度は、統計資料により排出量の実績データを把握することのできる最新年度である。 

●温室効果ガス排出量の推移（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

●温室効果ガス排出量（実績） 

京都議定書の
基準年度※1 

1990年度※2 2000年度【基準年度】 2007年度 
ガス種別 

（千 t-CO2） （千 t-CO2） （千 t-CO2）
京都議定書基準年

度からの伸び（％）
（千 t-CO2） 

京都議定書基準年

度からの伸び（％）

CO2 466.8 466.8 501.8 7.5 509.8 9.2 

CH4 0.9 0.9 0.8 -4.4 1.0 17.4 

N2O 5.1 5.1 5.2 2.1 4.5 -11.5 

HFCs 2.0  5.4 165.1 12.9 528.4 

PFCs 0.02  0.04 114.6 0.03 57.1 

SF6 0.8  0.3 -64.1 0.2 -72.7 

合 計 475.6 472.7 513.5 8.0 528.4 11.1 

※1 「京都議定書の基準年度」の排出量は、1990年度におけるCO2、CH4、N2Oの排出量及び1995年度

におけるHFCs、PFCs、SF6の排出量の合計である。 

※2 1990年度～1994年度のHFCs、PFCs、SF6の排出量は、基準年度以前であるため、算出していない。 

注：数値の合計は、端数処理により合わないことがある。 

資料：「市部の温室効果ガス排出量（1990年度～2006年度）」（2009年３月、オール62市区町村共同事業

『みどり・東京温暖化防止プロジェクト』）（「資料編：資料Ⅱ」参照） 

「温室効果ガス排出量算定手法の標準化」（2007年 3月、財団法人特別区協議会）（「資料編:資料Ⅱ」参照） 
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（２）温室効果ガス排出量の将来推計（予測） 

 2008 年度から 2020 年度までの温室効果ガス排出量は、人口や世帯の伸び、事業所の延床

面積の増加などに伴い、緩やかに増加を続けていくと予測されます。 

 2020 年度の予測排出量は、584.4 千 t-CO2であり、2000 年度（基準年度）から 13.8％

増加する見込みです。 

●温室効果ガス排出量の推移（予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●温室効果ガス排出量の将来推計（予測） 

2000年度 

【基準年度】 
2007年度 2020年度【予測】 

ガス種別 

（千 t-CO2） （千 t-CO2）
基準年度からの

伸び（％） 
（千 t-CO2）

基準年度からの 

伸び（％） 

CO2 501.8 509.8 1.6 560.6 11.7 

CH4 0.8 1.0 22.8 1.1 35.4 

N2O 5.2 4.5 -13.4 4.6 -10.8 

HFCs 5.4 12.9 137.0 17.7 226.9 

PFCs 0.04 0.03 -26.8 0.03 -27.8 

SF6 0.3 0.2 -24.0 0.3 -6.4 

合 計 513.5 528.4 2.9 584.4 13.8 

注：数値の合計は、端数処理により合わないことがある。 

資料：「温室効果ガス排出量算定手法の標準化」（2007年 3月、財団法人特別区協議会） 

（「資料編：資料Ⅱ」参照） 

（３）二酸化炭素排出量の将来推計（予測） 

 市域からの温室効果ガス排出量のほとんどを占める二酸化炭素について、2020年度の予測排

出量は、560.6 千 t-CO2となり、2000年度（基準年度）から11.7％増加する見込みです。 

 部門別に見ると、民生家庭部門が37.1%増、民生業務部門が9.4％増となっています。なお、

民生家庭部門と民生業務部門の排出量は、2020年度には全部門の7割程度を占める見込みです。 
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●二酸化炭素排出量の将来推計（予測） 

2000年度 
【基準年度】 

2007年度 2020年度【予測】 
部 門※ 

（千 t-CO2） （千 t-CO2）
基準年度からの

伸び（％） 
（千 t-CO2）

基準年度からの 

伸び（％） 

民生家庭 200.9 233.7 16.3 275.3 37.1 

民生業務 113.0 99.2 -12.2 123.6 9.4 

産業 57.2 52.3 -8.6 36.9 -35.5 

運輸 119.3 104.2 -12.7 104.2 -12.7 

廃棄物 11.5 20.5 78.5 20.6 80.1 

合 計 501.8 509.8 1.6 560.6 11.7 

※ 部門   民生家庭：一般家庭 
民生業務：事務所ビル、大型小売店、その他の卸・小売業、飲食店、 

ホテル、学校、病院等、その他のサービス業 
産  業：農業、建設業、製造業 
運  輸：自動車（貨物車、乗用車）、鉄道 
廃 棄 物：一般廃棄物 

     注：数値の合計は、端数処理により合わないことがある。 

 

●各部門の二酸化炭素排出量の将来推計（予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

●各部門の二酸化炭素排出量の将来推計（予測） 
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３．温室効果ガス排出に関する特徴と課題 
 各部門の温室効果ガス排出状況の主な特徴と、環境意識調査（「環境基本計画見直しに係る環境

アンケート調査」2007年 10月実施）で得られた結果を踏まえ考えられる課題は、次に示すと

おりです。 

●各部門の主な特徴と環境意識調査結果からの課題 

＜民生家庭部門＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民生業務部門＞ 

 

 

 

 

 

 

 

主な特徴 

・排出量全体の4割以上を占め、最も排出が

多い部門。 

・2000 年度から 16％以上排出量が増加し

ている。 

・人口及び世帯数も増加傾向にあることから、

このまま対策を実施しなければ、さらに排

出量が増加すると予測。 

環境意識調査 

・さまざまな環境問題の中で最も優先的に解

決すべきものとして「地球温暖化」を挙げ

る市民が最も多いという結果が得られた。

・比較的取り組みが進んでいない項目 

「省エネ型の家電製品を優先して購入す

る」、「太陽熱温水器または太陽電池パネル

を設置する」、「蛇口に節水コマを取り付け

る」、「買い物袋を持参し、レジ袋をできる

限りもらわないようにする」等。 
 

課題 

・本部門からの削減の必要がある。 

・環境意識調査において、日常の取り組

みの中で、比較的進んでいないという結

果が出たものを重点的に促進していく

必要がある。 

単身 が増 向

主な特徴 

環境意識調査 

・排出量全体の約2割にのぼり、民生家庭部

門・運輸部門に次いで排出が多い。 

・延床面積の増加により、排出量は今後も大

きく増加すると予測。 

・社員の意識を高めるなどの教育を行ってい

る事業者は多くみられたものの、省エネ等

に対する取り組み自体はまだ深くまで浸透

していないという結果がみられた。 

課題 

・従業員数10人以下の小規模な事業所

が 7 割以上を占めており、大がかりな

ものでなく日常の業務の中でも取り組

めるような対策を広めていく必要があ

る。 

・今後は、普及啓発を行いながら、意識

の向上から一歩進んで、具体的な対策に

取り組む必要がある。 
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＜産業部門＞ 

 

 

 

 

＜運輸部門＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜廃棄物部門＞ 

 

 

 

 

＜その他＞ 

 

 

 

 

 

 

＜その他5ガス＞ 

 

 
 

主な特徴 

・排出量全体の約1割を占める。 

・製造品出荷額の低下等により、排出量は減

少傾向。 

課題 

・製造品出荷額当たりの排出量は増加傾

向にあることから、個々の事業者による

取り組みはさらに進めていく必要があ

る。 

主な特徴 

環境意識調査 

・排出量全体の約2割を占める。その約9割

は自動車からの排出。 

・自動車の保有台数は、近年、減少傾向。 

・交通体系のあり方として、バスを利用でき

る機会の増加や、自転車の利用環境を作る

ことを望む意見が多い。 

課題 

・車 1 台当たりの排出量は増加傾向にあ

ることから、エコドライブを推進した

り、公共交通機関への転換を促進するな

どの対策をとる必要がある。 

主な特徴 

・排出量全体のうち約 4％と、全部門の中で

は最も少ない割合。 
・最も伸び率が高い。 

課題 

・西東京市一般廃棄物処理計画で掲げた

取り組みを、さらに推進していく必要が

ある。 

環境意識調査 

・多くの市民、事業者が環境保全活動に参加

したいと回答。 

・農地を保全してほしいという意見、地球温

暖化対策に関する情報提供を望む意見が多

くみられた。 

課題 

・農地や緑を守り、地産地消＊といった考

え方を取り入れ、進めていく必要があ

る。 

・市民や事業者が協力して取り組みを進

めていく必要がある。 

・地球温暖化対策に関する情報を広く発

信していく必要がある。 

主な特徴 

・冷蔵庫廃棄に伴い、適正に処理しないと

PFCs などの代替フロン＊が排出されるお

それがあり、今後、排出量の増加が予測さ

れる。 

課題 

・廃棄物の適正処理を行っていく必要が

ある。 




